
【社地域】 

【東条地域】 

【滝野地域】 
新
し
い
民
生
委
員
・

　
　
　
　
　
　
児
童
委
員
が
決
定

　
社
会
福
祉
の
増
進
に
努
め
て
い
た

だ
く
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
改
選

が
行
わ
れ
、
十
二
月
一
日
付
け
で
新

し
い
委
員
が
決
ま
り
ま
し
た
。
任
期

は
三
年
間
で
す
。
 

　
民
生
委
員
は
民
生
委
員
法
に
よ
り

厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
す
。
 

　
ま
た
、
児
童
福
祉
法
に
よ
り
児
童

委
員
も
兼
務
し
ま
す
の
で
民
生
委
員

と
児
童
委
員
双
方
の
役
割
を
担
う
こ

と
と
な
り
ま
す
。
 

　
委
員
の
活
動
に
は
次
の
七
つ
の
は

た
ら
き
が
あ
り
ま
す
。
 

◇
社
会
調
査
の
は
た
ら
き
 

　
　（
地
域
に
お
け
る
ア
ン
テ
ナ
役
）
 

　
担
当
区
域
内
の
住
民
の
実
態
や
福
 

　
祉
需
要
を
日
常
的
に
把
握
し
ま
す
。
 

◇
連
絡
通
報
の
は
た
ら
き
 

　（
地
域
に
お
け
る
パ
イ
プ
役
） 

　
住
民
が
個
々
の
福
祉
需
要
に
応
じ
 

　
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
得
ら
れ
る
よ
 

　
う
関
係
行
政
機
関
、
施
設
、
団
体

　
な
ど
に
連
絡
し
、
必
要
な
対
応
を

　
促
す
パ
イ
プ
の
役
割
を
努
め
ま
す
。
 

◇
意
見
を
述
べ
る
は
た
ら
き
 

　
活
動
を
通
じ
て
得
た
問
題
点
や
改
 

　
善
策
に
つ
い
て
と
り
ま
と
め
、
必
 

　
要
に
応
じ
て
民
生
児
童
委
員
協
議
 

　
会
を
通
し
て
関
係
機
関
な
ど
に
意
 

　
見
を
述
べ
ま
す
。
 

◇
調
整
の
は
た
ら
き
 

　（
地
域
に
お
け
る
潤
滑
油
） 

　
住
民
の
福
祉
需
要
に
対
応
し
、
適
 

　
切
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
図
ら
れ
 

　
る
よ
う
に
支
援
し
ま
す
。
 

◇
支
援
体
制
の
は
た
ら
き
 

　（
地
域
に
お
け
る
支
援
的
役
割
） 

　
住
民
の
求
め
る
生
活
支
援
活
動
を
 

　
自
ら
行
い
、
支
援
体
制
を
つ
く
っ
 

　
て
い
き
ま
す
。
 

◇
相
談
の
は
た
ら
き
 

　
　
　（
地
域
に
お
け
る
世
話
役
）

　
地
域
住
民
が
か
か
え
る
問
題
に
つ
 

　
い
て
、
相
手
の
立
場
に
立
ち
、
親
 

　
身
に
な
っ
て
相
談
に
の
り
ま
す
。
 

◇
情
報
提
供
の
は
た
ら
き
 

　
　
　（
地
域
に
お
け
る
告
知
板
）

　
社
会
福
祉
の
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
に
 

　
つ
い
て
、
そ
の
内
容
や
情
報
を
住
 

　
民
に
的
確
に
提
供
し
ま
す
。
 

　
み
な
さ
ま
に
と
っ
て
最
も
身
近
な

相
談
者
で
あ
り
、
支
援
者
で
も
あ
る

民
生
委
員
・
児
童
委
員
に
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

■
問
い
合
わ
せ
 

　
福
祉
部
社
会
福
祉
課
 

　
　
　
　
　
　
　
（
社
庁
舎
）
 

　
1
４
３
・
０
４
０
７
 

主
に
は
、
み
な
さ
ま
が

お
住
ま
い
の
地
域
に
そ

れ
ぞ
れ
委
員
さ
ん
が
お
ら
れ

ま
す
の
で
、
直
接
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
自
分
の
地

区
の
委
員
さ
ん
が
わ
か
ら
な

い
場
合
は
、
次
の
問
い
合
わ

せ
先
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

担
当
の
委
員
さ
ん
を
ご
紹
介

い
た
し
ま
す
。
 

ど
う
す
れ
ば
、委
員
の

み
な
さ
ん
に
相
談
で

き
る
の
？
 

A QA QA Q

担当地区 氏　　名 担当地区 氏　　名 担当地区 氏　　名 

１区 
１区（小元） 
２区 

３区 
 

４区（市街地）
 

 

４区（嬉野）
 

 
５区 
ひろのが丘 

山国
 

 
松尾･出水 
田中･鳥居 
貝原･西垂水 
野村 

増 田 洋 子  
宮 田 民 枝  
下 山 絹 子  
竹 平 忠 雄  
久 野 恭 子  
末 永 峯 雄  
古 角 英 子  
森 　 温 子  
赤 松 博 子  
平 川 美 津 子  
上 野 富 夫  
石 井 貴 代 子  
稲 岡 輝 代  
井 上 正雄（出水） 
大 橋 正 規（田中） 
中 西 慶 子（貝原） 
石 原 千 賀 子  

窪田 

家原 
　 
上中 
上中団地 
梶原 
梶原団地 
喜田 
沢部 
沢部団地 
福吉 
上田 
大門 
西古瀬 
中古瀬 
東古瀬 
屋度 

西 田 通 子  
田 村 恵 子  
山 本 明 美  
神 戸 　 亨  
奥 浦 英 之  
吉 谷 　 宏  
丸 山 千 代 子  
大 村 紀 生  
國 井 久 明  
山 本 　 保  
竹 内 捷 吾  
安 田 ミ ツ ル  
土 肥 信 行  
井 上 健 夫  
古 谷 　 博  
内 藤 敏 行  
服 部 勝 美  

東実 
畑･廻渕･池之内･湖翠苑 
上久米 
下久米 
久米 
上三草 

下三草･サンコーポラ
ス三草 

木梨 
藤田 
山口･馬瀬･やしろ台 
牧野･吉馬 
上鴨川･下鴨川 
平木 
主任児童委員 
主任児童委員 
主任児童委員 

山 口 豊 彦  
赤坂倫代（池之内） 
大 西 治 美  
橋 本 照 美  
　 橋 吉 廣  
小 林 邦 子  

大西　勝（下三草）
 

 
石 井 耕 一  
藤 原 多 賀 子  
金 川　清（馬瀬） 
松 本 　修（吉馬） 
中 谷 重 幸  
池 見 清 美  
出 井由紀（山国） 
赤 坂 和美（藤田） 
玉井美佐子（福吉） 

担当地区 氏　　名 担当地区 氏　　名 担当地区 氏　　名 

天神 
掎鹿谷 
黒谷 
古家･秋津台 
常田 
西戸･少分谷 
貞守 
長井 

池 田 志 朗  
荒 木 貞 雄  
烏 田 敦 子  
堂 下 浩二（秋津） 
藤 原 　巌（秋津） 
藤 田博秀（秋津） 
谷 上 啓子（長貞） 
今津チエノ（長貞） 

石 原 敬三（永福） 
岸中隆 一（横谷） 
大 西 裕 美  
柴 崎 晃 子  
山 本 　 衛  
藤 浦 春 治  
石 井 昭 一  
井 上 千 代 美  

小沢･栄枝 
厚利 
松沢･依藤野･嬉野東 
東垂水 
大畑･蔵谷 
藪 
主任児童委員 
主任児童委員 

長谷･黒石･永福台 
横谷･南山 
森 
岡本 
岩屋 
森尾 
新定 
吉井 

廣 田　司（小沢） 
藤 原 文 子  
荻 野 千人（松沢） 
藤 原 秀 之  
土 肥 文子（大畑） 
広 岡 利 彦  
小原秀司（掎鹿谷） 
平川久美子（吉井） 

担当地区 氏　　名 担当地区 氏　　名 担当地区 氏　　名 

光明寺 
 
 
上滝野 
 
 
 

下滝野 

松 岡 啓 子  
山 田 日 出 夫  
阿 江 恒 美  
横 山 さ か ゑ  
西 村 嘉 宣  
大 久 保 　 一  
田 中 和 美  
阿 江 繁 夫  
伊 藤 初 美  
阿 江 宏 育  

 
河高 
 
 
高岡・桜台 
 
 
新町 

大 島 浩 子  
原 　 栄 子  
　 山 惠 美  
稲 次 節 美  
臼 井 博 文  
菅 野 裕 子  
三 木 清 美  
大 久 保 耕 司  
阿 江 榮子（北野） 

北野
 

 
穂積 
稲尾 
曽我 

多井田
 

 
滝野団地 
主任児童委員 
主任児童委員 

本 田 泰 弘  
森 本 昭 子  
神 戸 三 男  
川 勝 勝治（北野） 
竹 内 哲 彦  
三 木 万 里 子  
藤 本 和 輝  
藤 原 省 治  
堀井百合子（北野） 
丸山福子（上滝野） 

第3期加東市介護保険事業計画に係る地域密着型サービス事業者の公募（3回目）を行います 
1　応募介護保険地域密着型サービス 

2　対　象　者 
　・上記の介護保険地域密着型サービス事業所の開設を希
　　望する法人 
　・兵庫県で介護保険法に規定する介護保険事業所（福祉  
　　用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与、
　　特定介護予防福祉用具販売に係る事業は除く）の指定
　　を受けてから概ね３年以上経過している法人 
3　応募方法および提出書類 
　　所定の応募申込書を郵送または持参してください。 
　　※応募申込書は、介護保険課に備え付けのものか、加東市
　　　ホームページからダウンロードしたものを使用してください。 
4　応募期限 
　　平成１９年１２月１０日（月）～平成２０年１月２５日（金） 

5　応募・問い合わせ　〒６７３-１３９５　加東市天神１２５番地 
　　保健介護部介護保険課（東条庁舎）　1４７-１３０１ 

料金未納の方に対する給水停止について 
　加東市上下水道部では、公平な料金負担
と円滑な水道事業の経営のために、８月に
お客様センターを開設し、その委託会社で
ある日本ヘルス工業株式会社と協力しながら、
未納料金の徴収を行っています。 
　使用された水道料金が2期分以上（3か月
分以上）未納の方につきましては、給水条
例に基づき、給水を停止することに
なっていますので、納入期限内での
お支払いをお願いします。 
問い合わせ 
　上下水道部管理課（東条庁舎） 
　1４７-１４２１ 

上下水道部からのお知らせ 

 
 
平成１９年度 
 
 
 

平成２０年度 

 
小規模多機能型居宅介護（介護予防） 
 

認知症対応型通所介護（介護予防） 
 
認知症対応型共同生活介護（介護予防） 
小規模多機能型居宅介護（介護予防） 
認知症対応型通所介護（介護予防） 
夜間対応型訪問介護 

社地域 
滝野地域 
東条地域 
社地域 
滝野地域 
東条地域 
社地域 
社地域 
市内全地域 

１施設 
１施設 
１施設 
１施設 
１施設 
１施設 
１施設 
１施設 
１施設 
 

整備年度 地域密着型サービスの種類 区　域 整備量 

（敬称略） 

（敬称略） 

（敬称略） 


